
独立行政法人造幣局における標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める訓令 

 

平成２１年４月１日 

造幣局訓令第３５号 

 

最終改正 令和３年６月２５日造幣局訓令第２８号 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第３４条第２

項及び独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第５９条第２項の規

定に基づき、独立行政法人造幣局における標準的な役職及び標準職務遂行能力

を定めるものとする。 

（標準的な役職） 

第２条 前条の標準的な役職は、別表第１の第１欄に掲げる事務所及び同表の第

２欄に掲げる職務の種類に存する同表の第３欄に掲げる職制上の段階に応じ、

それぞれ同表の第４欄に掲げるとおりとする。 

（標準職務遂行能力） 

第３条 別表第１第２欄第一号に掲げる職務における標準職務遂行能力は、別表

第２の左欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

２ 別表第１第２欄第二号に掲げる職務における標準職務遂行能力は、別表第３

の左欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

３ 別表第１第２欄第三号に掲げる職務における標準職務遂行能力は、別表第４

の左欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

４ 別表第１第２欄第四号に掲げる職務における標準職務遂行能力は、別表第５

の左欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

５ 別表第１第２欄第五号に掲げる職務における標準職務遂行能力は、別表第６

の左欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 

別表第１ 

事務所 職務の種類 職制上の段階 
標準的な 

役職 

独立行政法人

造幣局事務分掌

規則（平成１５

一 二の項か

ら五の項ま

でに掲げる

一 本局の部の長、研究所の

長及び支局の長の属する職

制上の段階 

部長 



年造幣局訓令第

３６号）第６条

第１項に規定す

る本局及び同条

第８項に規定す

る支局 

職務以外の

職務 

二 本局及び支局の課の長、

首席監察官、首席監査官、

広報官、契約・保有資産監

理官、研修所長、室長、博

物館長、企画調整官、作業

調整官、監察官、監査官、

情報公開調整官、診療所長

、工芸指導官及び研究官の

属する職制上の段階 

課長 

三 本局及び支局の課長補佐

、専門官、上席学芸員、契

約審査専門官、工芸専門官

、研究専門官、上席診療放

射線技師長及び上席薬剤長

の属する職制上の段階 

専門官 

四 本局及び支局の係の長、

主事、主任学芸員、研究主

事、及び工芸主事、診療放

射線技師長及び薬剤長の属

する職制上の段階 

主事 

五 前号に掲げる職制上の段

階より下位の職制上の段階 

係員 

二 独立行政

法人造幣局

給与規程（

昭和４５年

造幣局訓令

第１１号。

以下「給与

規程」とい

う。）第８

条に規定す

る技能職 

一 本局及び支局の技能監の

属する職制上の段階 

技能監 

二 課又は係の分掌する作業

を統括する役職の属する職

制上の段階 

総括作業

長 

三 前号に規定する役職の指

揮監督を受け、専門的な作

業に従事し、作業の指導等

に当たる役職の属する職制

上の段階 

主任工師 

四 第２号に規定する役職の

指揮監督を受ける、作業の

長の属する職制上の段階 

作業長 



五 前号に規定する役職の指

揮監督を受けて作業を行い

、かつ、次号に規定する役

職の指導等に当たる役職の

属する職制上の段階 

技能長 

六 前号に掲げる職制上の段

階より下位の職制上の段階 

係員 

三 給与規程

第８条に規

定する医療

職の職務 

診療所（さいたま支局にあっ

ては総務課）の長の指揮監

督を受け、診療の業務に当

たる役職の属する職制上の

段階 

医師 

四 給与規程

第８条に規

定する医療

看護職の職

務 

一 診療所（さいたま支局あ

っては総務課）の長の指揮

監督を受け、看護の業務を

統括する役職の属する職制

上の段階 

主任看護

師 

二 前号に掲げる職制上の段

階より下位の職制上の段階 

看護師 

五 給与規程第

８条に規定す

る技術・調査

専門職 

部長、研究所長又は支局長の

指揮監督を受け、特別に命

ぜられた調査等業務に当た

る役職の属する職制上の段

階 

技術・調

査官 

 

 

別表第２ 

標準的な 

役職 
標準職務遂行能力 

一 部長 一 倫理 国民全体の奉仕者として、高い倫理観を

有し、部の課題に責任を持って取り組むと

ともに、服務規律を遵守し、公正に職務を

遂行することができる。 

二 構想 造幣局を取り巻く状況を的確に把握し、

先々を見通しつつ、部の課題について基本

的な方針を示すことができる。 

三 判断 部の責任者として、その課題について、

豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静

かつ迅速な判断を行うことができる。 



四 説明・調整 部の業務について適切な説明を行うとと

もに、組織方針の実現に向け、困難な調整

を行い、合意を形成することができる。 

五 業務運営 部の責任者として進捗管理を徹底し、不

断の業務見直しに率先して取り組むことが

できる。 

六 組織統率 指導力を発揮し、部下の統率を行い、成

果を挙げることができる 

二 課長 一 倫理 国民全体の奉仕者として、高い倫理感を

有し、課の課題に責任を持って取り組むと

ともに、服務規律を遵守し、公正に職務を

遂行することができる。 

二 構想 造幣局を取り巻く状況を的確に把握し、

先々を見通しつつ、課の課題について基本

的な方針を示すことができる。 

三 判断 課の責任者として、適切な判断を行うこ

とができる。 

四 説明・調整 所掌する業務について適切な説明を行う

とともに、組織方針の実現に向け、関係者

と調整を行い、合意を形成することができ

る。 

五 業務運営 コスト意識を持って効率的に業務を進め

ることができる。 

六 組織統率・人

材育成 

適切に業務を配分した上、進捗管理及び

的確な指示を行い、成果を挙げるとともに

、部下の指導、育成を行うことができる。 

三 専門官 一 倫理 国民全体の奉仕者として、担当業務の第

一線において責任を持って課題に取り組む

とともに、服務規律を遵守し、公正に職務

を遂行することができる。 

二 企画・立案、

事務事業の実施 

組織や上司の方針に基づいて、施策の企

画・立案や事務事業の実施の実務の中核を

担うことができる。 

三 判断 担当業務の責任者として、適切な判断を

行うことができる。 

四 説明・調整 担当する事案について、論理的な説明を

行うとともに、関係者と粘り強く調整を行

うことができる。 



五 業務遂行 段取りや手順を整え、効率的に業務を進

めることができる。 

六 部下の育成・

活用 

部下の指導、育成及び活用を行うことが

できる。 

四 主事 一 倫理 国民全体の奉仕者として、責任を持って

業務に取り組むとともに、服務規律を遵守

し、公正に職務を遂行することができる。 

二 課題対応 担当業務に必要な専門的知識・技術を習

得し、問題点を的確に把握し、課題に対応

することができる。 

三 判断 自ら処理すべき事案について、適切な判

断をすることができる。 

四 協調性 係等のまとめ役として、上司・部下等と

協力的な関係を構築することができる。 

五 業務遂行 計画的に業務を進め、担当業務全体のチ

ェックを行い、確実に業務を遂行すること

ができる。 

六 部下の育成・

活用 

部下の指導、育成及び活用を行うことが

できる。 

五 係員 

 

一 倫理 国民全体の奉仕者として、責任を持って

業務に取り組むとともに、服務規律を遵守

し、公正に職務を遂行することができる。 

二 知識・技術 業務に必要な知識・技術を習得すること

ができる。 

三 コミュニケー

ション 

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニ

ケーションをとることができる。 

四 業務遂行 意欲的に業務に取り組むことができる。 

 

 

別表第３ 

標準的な 

役職 
標準職務遂行能力 

一 技能監 一 倫理 国民全体の奉仕者として、高い倫理観を有

し、命ぜられた業務に責任を持って取り組む

とともに、服務規律を遵守し、公正に職務を

遂行することができる。 

二 構想・支援 造幣局を取り巻く状況を的確に把握した上

で、先々を見通しつつ、技能職業務に係る各

種の課題について基本的な方針を示し、必要



な支援を行うことができる。 

三 判断 技能職を代表する立場に立って、専門的な

知識・経験に基づき、適切な判断を行うこと

ができる。 

四 説明・調整 課題や支援要請に対して全局的な見地から

適切な説明・助言を行うとともに、必要とな

る調整を行うことができる。 

五 業務遂行 技能職業務に係る各種の課題について全局

的な見地から、適切に支援等業務を行うこと

ができる。 

二 総括作

業長 

一 倫理 国民全体の奉仕者として、責任を持って

業務に取り組むとともに、服務規律を遵守

し、公正に職務を遂行することができる。 

二 知識・技能 業務に必要な知識・技能を習得し、困難

な課題にも対応することができる。 

三 コミュニケー

ション 

上司・同僚・部下等と協力的な関係を構

築することができる。 

四 業務遂行 上司の方針に基づき、適切に作業の割振

りを行い、効率的に業務を進めることがで

きる。 

五 部下の育成 作業の急所を体系的に伝授する等、適切

に部下の指導、育成を行うことができる。 

三 主任工

師 

一 倫理 国民全体の奉仕者として、責任を持って業

務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、

公正に職務を遂行することができる。 

二 知識・技能 業務に必要な知識・技能を習得し、課題に

対応することができる。 

三 コミュニケー

ション 

上司・同僚・部下等と協力的な関係を構築

することができる。 

四 業務遂行 上司に命ぜられた専門的な業務を効率的に

進めることができる。 

五 部下の育成 技能の伝授等、主体的に部下の指導、育成

を行うことができる。 

四 作業長 一 倫理 国民全体の奉仕者として、責任を持って

業務に取り組むとともに、服務規律を遵守

し、公正に職務を遂行することができる。 

二 知識・技能 業務に必要な知識・技能を習得し、課題

に対応することができる。 



三 コミュニケー

ション 

上司・同僚・部下等と協力的な関係を構

築することができる。 

四 業務遂行 適切に作業の割振りを行い、効率的に業

務を進めることができる。 

五 部下の育成 技能の伝授等、部下の指導、育成を行う

ことができる。 

五 技能長 一 倫理 国民全体の奉仕者として、責任を持って

業務に取り組むとともに、服務規律を遵守

し、公正に職務を遂行することができる。 

二 知識・技能 業務に必要な知識・技能を習得し、業務

改善などの課題に対応することができる。 

三 コミュニケー

ション 

上司・同僚・部下等と円滑かつ適切なコ

ミュニケーションをとることができる。 

四 業務遂行 業務上の指示ができ、意欲的に業務に取

り組むことができる。 

五 部下の育成 部下の指導、育成を行うことができる。 

六 係員 一 倫理 国民全体の奉仕者として、責任を持って

業務に取り組むとともに、服務規律を遵守

し、公正に職務を遂行することができる。 

二 知識・技能 業務に必要な知識・技能を習得すること

ができる。 

三 コミュニケー

ション 

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニ

ケーションをとることができる。 

四 業務遂行 意欲的に業務に取り組むことができる。 

 

 

別表第４ 

標準的な 

役職 
標準職務遂行能力 

医師 

 

一 倫理 医師としての責任を自覚しつつ業務に取

り組むとともに、服務規律を遵守し、国民

全体の奉仕者として、公正に職務を遂行す

ることができる。 

二 知識・技術・

診療 

医学的知識・技術及び経験に基づき、適

切な診療を行うことができる。 

三 協調性 上司・同僚等と協力的な関係を構築する

ことができる。 



四 患者等への説

明・指導 

患者やその家族等と円滑かつ適切なコミ

ュニケーションをとり、分かりやすい説明

、指導を行うことができる。 

 

 

別表第５ 

標準的な 

役職 
標準職務遂行能力 

一 主任看

護師 

一 倫理 看護に関する業務に従事する者としての

責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに

、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者と

して、公正に職務を遂行することができる

。 

二 知識・技術・

診療 

看護に関する業務についての専門的知識

・技術及び経験に基づき、迅速かつ適切に

業務を行うことができる。 

三 信頼関係の構

築 

上司・同僚等と協力的な信頼関係を構築

することができる。 

四 患者等への説

明・指導 

患者やその家族等と円滑かつ適切なコミ

ュニケーションをとり、分かりやすい説明

、指導を行うことができる。 

五 部下の育成・

活用 

部下の指導、育成を行うことができる。 

二 看護師 一 倫理 看護に関する業務に従事する者としての

責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに

、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者と

して、公正に職務を遂行することができる

。 

二 知識・技術・

診療 

看護に関する業務についての専門的知識

・技術及び経験に基づき、適切に業務を行

うことができる。 

三 コミュニケー

ション 

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニ

ケーションをとることができる。 

四 患者等への説

明・指導 

患者やその家族等と円滑かつ適切なコミ

ュニケーションをとり、説明、指導を行う

ことができる。 

 

 

別表第６ 



標準的な 

役職 
標準職務遂行能力 

技術・調査

官 

 

一 倫理 国民全体の奉仕者として、高い倫理感を

有し、命ぜられた事案に責任を持って取り

組むとともに、服務規律を遵守し、公正に

職務を遂行することができる。 

二 構想・調査 造幣局を取り巻く状況を的確に把握した

上で、命ぜられた事案について基本的な方

針を定め、調査、研究等を行うことができ

る。 

三 判断・分析 命ぜられた事案について、高度な知識・

経験及び収集した情報に基づき、適切な判

断及び分析を行うことができる。 

四 説明・調整 命ぜられた事案について適切な説明を行

うとともに、組織方針の実現に向け、関係

者と粘り強く調整を行うことができる。 

五 業務遂行 コスト意識を持って効率的に業務を進め

ることができる。 

 

附 則 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

改正（２１．６．２４造幣局訓令第４１号 ２１．６．２４施行） 

（２３．４．１造幣局訓令第１７号 ２３．４．１施行） 

（２８．９．３０造幣局訓令第２８号 ２８．１０．３施行） 

２～４ （略） 

（３０．３．２６造幣局訓令第１０号 ３０．４．１施行） 

（令３．６．２５造幣局訓令第２８号 令３．７．１施行） 

２ （略） 


